
社会保険労務⼠の相談が無料でご利⽤いただけます

ちゃんと労務管理を⾏いたいが何から始めればいいのか分からない

労働条件通知書や36協定を作るように⾔われたが記⼊すべき内容がよく分からない

建設業・運送業の時間外労働の上限制限について教えて欲しい

毎年法改正が⾏われているがどのように対応すればいいのか分からない

10⼈以上になり就業規則が必要になったが作り⽅が分からない

助成⾦を活⽤したいがどのようなものが利⽤できそうか教えて欲しい

⾮正規労働者と正規労働者に不合理な待遇差が⽣じていないか確認したい

給与体系・賃⾦制度・評価制度を⾒直したいがどのよう進めたらいいのか教えて欲しい

⼈⼿が⾜りず求⼈募集をしているが応募がないためアドバイスが欲しい

賃⾦台帳、出勤簿、有給休暇管理簿などの作成⽅法が問題ないか⾒て欲しい

茨城働き⽅改⾰推進⽀援センターを
利⽤してみませんか？

相談
無料

▼お電話でのお申込みはこちらから

お申込み
お問合せ

 0120-971-728  

そのお悩み専⾨家の無料相談で解決しませんか？

茨城働き⽅改⾰推進⽀援センター
（全国社会保険労務⼠会連合会 茨城県社会保険労務⼠会）

平⽇9:00~17:00 お電話でのご相談も可能です。
お気軽にご連絡ください。

茨城働き⽅改⾰推進⽀援センターは社会保険労務⼠など
の専⾨家が、無料で事業主の⽅からの労務管理上のお悩
みをお聞きし、�就業規則の作成⽅法、賃⾦規定の⾒直し
や労働関係助成⾦の活⽤などを含めたアドバイスを⾏う
茨城労働局から委託を受けた公的事業です。

〒311-4152�茨城県⽔⼾市河和⽥１丁⽬2470-2�茨城県社会保険労務⼠会館２F

▼無料相談の
お申込みはこちらから


